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内藤（事務局長）  それでは、皆さんこんにちは。 

 第５回の新町建設小委員会をご案内申し上げました。大変暑い中、

いろいろとご予定あったかと思いますが、お繰り合わせの上ご出席い

ただきましてありがとうございます。 

 早速でございますが、最初に井上委員長からごあいさつをいただき

ます。 

井上（委員長）   皆さん、こんにちは。ご苦労さんでございます。 

 梅雨の中休みということで大変暑い日が毎日続いております。委員

の皆様には、お変わりなくご健勝の様子に接しまして、心からお喜び

を申し上げたいと思います。 

 本日は第５回の新町建設計画小委員会を開催をさせていただきまし

た。委員の皆さん方には、去る６月１３日に合併協議会を開きまし

て、まだ日も浅く、何かとご予定はあったかと思いますけれども、お

繰り合わせをいただきましてご出席まことにありがとうございます。

厚くお礼を申し上げたいと思います。 

 本日は、去る日に委員の皆さん方に大変お世話になりご苦労をおか

けいたしました新しい村づくりのワークショップを踏まえまして、さ

らに審議を重ねていただくことにしております。どうぞ皆さん方の積

極的なご意見を賜りますように最初にお願いを申し上げまして、一言

ごあいさつといたします。本日はどうもご苦労さんです。ありがとう

ございます。 

内藤（事務局長）  ありがとうございました。 

 本日は上野副会長、日和貞憲委員さん、尾上徳美委員さん、藤原鉄

也委員さんから、それぞれ欠席の連絡がございましたので、ここでご

報告を申し上げたいと思います。 

 なお、パシフィックコンサルも２名お越しいただいております。 

 それでは、井上委員長に、次第に従いまして進行していただきます

のでよろしくお願いしたいと思います。 

井上（委員長）   それでは、早速でございますが、議事に入らさせていただきたいと

思います。 

 本日の委員会は、２８名中２４名の出席をいただいておりますの

で、会議規則の定足数に達しております。よって、会議は成立しま

す。 

 なお、今回につきましても、発言の際は町名と名前をお願いをいた

します。 

 前回は、これまでのまちづくりの方向性、まちづくりの課題等につ

会 議 経 過 



 発 言 者         議 題・発言内容・決定事項 

- 2 - 

きましてワークショップで提案いただき、また話し合っていただいた

ことにつきまして、分科会ごとに発表いただきました。 

 今回は、この結果を踏まえてもう少し掘り下げ、意見交換をいただ

きたいと思います。また、事前に配付をいたしております基本方針、

合併の必要性につきまして、たたき台ができておりますので、ご検討

いただくことにもなっておりますのでよろしくお願いをいたします。 

 それでは、次第に基づきまして、事務局から説明をお願いしていき

たいと思います。 

 最初に、ワークショップで提案されました意見を踏まえたまちづく

りの課題について事務局から説明をいただいた後、これについて意見

を伺ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、事務局、まちづくりの課題についてご説明をお願いをい

たします。 

吉岡（事務局）   失礼をいたします。そしたら、まちづくりの課題ということにつき

まして、事前にお配りさせていただいております資料に基づいて、こ

れ朗読をさせていただいて提案にかえさせていただきたいというふう

に思います。 

 済いませんが、長文ですんで座って読まさせていただきます。 

 まちづくりの課題。 

 以上のような新町の現状とこれまでのまちづくりの方向性を踏まえ

ると、新町における今後のまちづくりにおいては、以下のような課題

への対応・検討が必要であると考えられます。 

 １）自然環境と調和した地域産業の振興。 

 ①自然環境の維持管理。 

 農地には休耕田や荒地が目立ち、山林では雑木林や野生動物の減少

が進むなど、産業の基礎である良好な自然環境が荒れてきている状況

が見受けられます。 

 その背景には、第１次産業の低迷や高齢化に伴う維持管理従事者の

不足や、開発に伴う、本来自然が有する多面的な機能（浄化機能、水

源涵養機能、景観形成機能等）の喪失などが挙げられます。 

 物質的な豊かさから、心の豊かさが叫ばれる中で、豊かで美しい自

然が有する価値や機能を再認識し、その保全と継承、さらには自然資

源の多様な活用のあり方を検討していく必要があります。 

 ②地域産業の振興・担い手確保。 

 海外からの輸入製品の影響や、生活様式の変化等により、農産物や

木材等の第１次産品の価格が下落しており、これが従事者の生産意欲
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の低下、さらには労働の厳しさと相まって若者の第１次産業離れを促

す要因となっています。 

 価格競争に対抗していくためのより効率的な作業環境・体制の構築

を図ることに加え、農業においては、安全性やおいしさを基軸に据え

た生産物の付加価値化や地元消費の推進等に取り組み、林業において

は、枝打ち、間伐といった適正な維持管理や、地元産材の利用促進、

さらには山を舞台とした都市住民との交流の促進等、森林資源の多様

な活用を検討していく必要があります。 

 一方、第１次産業の低迷が続く中で、新しい基幹産業の創造も求め

られています。工業団地は売却用地が残存しており、地域社会に調和

した工業の誘致・育成を促進していく必要があります。 

 また産業のサービス化が進む中で、時代や地域のニーズにマッチし

た新たな商業、サービス産業の育成にも取り組んでいく必要がありま

す。 

 ③観光資源の魅力化や連携による交流の促進。 

 新町内には、多くの観光・レクリエーション施設が立地しています

が、類似施設の存在や、年月の経過による魅力の低下等により、利用

者が減少してきている施設も見受けられます。 

 利用者の安定確保に向けては、まずは地域住民自身がそれらの施設

を積極的に利用し、また都市住民と地域住民のさまざまな交流活動の

場等として、施設の積極的な活用がなされることが重要です。 

 そのため、施設の更新や新しいサービスの提供に際しては、地域住

民からもさまざまな意見やアイデアを出し合い、利用者本位の整備を

進める必要があります。 

 また、施設間の観光ルートとしての結びつきや、連携が弱いため、

地域内には魅力ある宿泊施設があるにもかかわらず、地域内の観光は

日帰りが中心であり、滞在型観光としての十分な機能が果たせていな

い実情にあります。 

 観光ルートとしての道路・交通ネットワークの整備充実や、観光施

設間の連携体制の構築に加え、地域住民との一体的な取り組みによる

美しい地域景観の形成や、特色あるイベントの実施、産業体験などに

より、地域内での観光行動を点から線へ、線から面へと拡大させてい

く必要があります。 

 次に、２）豊かさ・生きがい・安らぎが感じられる生活環境の創

造。 

 ①高齢者が生きがいを持って生活し続けられる環境づくり。 
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 高齢化社会が進む中で、ひとり暮らしの高齢者や老人世帯が着実に

増加してきています。その中で高齢者の日常的な買い物や通院に際す

る移動が不便であるといった状況が見受けられます。 

 また、寝たきりの高齢者や介護対象の高齢者の増加は、医療・福祉

等に係る経費の一層の増加につながることからも、高齢者が地域社会

とのかかわりを持ち続けることで、いつまでも心身の健康を維持し、

自立した生活を送れるような環境整備を行うことが重要です。 

 そのため、高齢者の生きがいづくりにかかわる活動の機会をより一

層充実させていくことや、公共交通、公共施設等を高齢者が利用しや

すいようにするための対策が必要です。 

 ②若者層の定住を促進する環境づくり。 

 地域の若者層は、地域内での働く場の不足から、進学後も地域外で

就職する者が多く、結果として若者層の減少とそれに伴う少子化が進

むという状況が見受けられます。 

 また、地域の魅力である自然についても、若者にとっては必ずしも

生活環境上の魅力として捉えられていないことや、親との別居を望む

若者世帯が、地域内で低廉に居住する場が十分に確保されていないこ

と、また共働き世帯等に対する子育て支援の環境が十分でないことな

ど、若者層が地域外に流出する要因はさまざま考えられます。 

 若者層の流出抑制に向けては、これらの要因に対応していくことが

求められますが、あわせて地域の特性を生かした、都市部にはないラ

イフスタイルや子供の教育環境の創造など、地域での生活を誇りに感

じるような、付加価値の高い環境づくりを進めていく必要がありま

す。 

 ③すべての人の安全・安心の確保。 

 若者層を初め、昼間人口の減少により消防団員が不足しているこ

と、また救急・消防車等の現場への到着までに時間がかかるなど、救

急体制や防災体制が弱い状況が見受けられます。 

 一方、住民の防災に対する意識も低く、地震等の巨大災害が発生し

た場合に、被災者を最小限に食いとめられないことも懸念されます。 

 また、近年地域内での犯罪も増加してきています。 

 これらに対する安全・安心対策としては、行政側の非常時における

救急・防災体制等の充実に加え、住民一人ひとりの日常的な行動や意

識、地域内での日常的なコミュニケーション活動が、非常時において

も生かせることが重要です。ＣＡＴＶ等の情報ツールを活用しなが

ら、どのような非常時においても、住民・行政の適切かつ迅速な判断
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と行動を喚起させる日常的な取り組みの推進が求められています。 

 ３）地域への愛着を持ち、地域社会をともに支える人づくり。 

 ①地域社会での生きがいをはぐくむ生涯学習・スポーツ活動の促

進。 

 新町は、周辺地域と比較しても、非常に充実した生涯学習施設やス

ポーツ交流施設を有しています。中でも、多種多様で創意工夫に満ち

た活動が中央公民館を拠点に展開されています。また、健康志向の高

まりから地域の自主性にゆだね発足した地域スポーツクラブ活動を初

め、今後の充実した展開が期待されています。しかし、閉鎖的で硬直

的な組織運営が弊害となって、これらに参加する人としない人とでの

ギャップが大きくなってきています。 

 また、施設の老朽化やアクセス性の問題、施設はあっても特色のな

い施設、ＰＲ不足から利用が頭打ちの状況です。このため、わざわざ

利用したくなるような特色づけや広報・ＰＲを進めていくほか、老朽

化施設の今後の維持管理を考えた場合、幼児施設などの新しいニーズ

に合った施設や工夫を凝らした施設へ転換していくことも検討する必

要があります。 

 このような課題が解決され施設利用が進むことによって、人々がそ

こでの芸術や文化活動、スポーツ活動等を通じて、学び、創造、交流

の楽しさを感じ、さらには地域社会への誇りや生きがいを感じられる

ようになることが重要です。 

 ②住民の主体的なまちづくりへの参画。 

 地域住民、各種団体、企業、行政など、地域にかかわる多様な主体

が、対等なパートナーシップのもとに参画し、それぞれの特性を生か

した適切な役割分担のもと、地域のあるべき将来像の実現に向けて協

働していくことが重要です。しかし、新町では集落単位での住民参画

は機能しているものの、町全体における案件に対して対応できていな

い状況です。また、財政的、人的制約により、行政、集落ともにその

活動や支援に対して限界が生じているところです。 

 今後、厳しい財政状況の中で、現行政サービスを維持しながら、さ

らに多様化する住民ニーズや、さまざまな地域課題に、行政内部の取

り組みだけでこたえていくのは困難な状況に来ています。このため、

広域的な課題に対応できる住民主体の組織化を図り、行政はアドバイ

ザー役となり、住民が主体的にまちづくりを進めていくための環境整

備を進めていく必要があります。 

 またその際、ケーブルテレビや広報等を活用することによって、さ
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まざまな自助・共助活動が生まれ、発展していくような支援を進めて

いく必要があります。 

 ③子どもたちの教育に係る学校・家庭・地域の連携。 

 高度情報通信の発展、グローバル化する経済・産業活動、児童・生

徒が巻き込まれる凶悪犯罪の増加など、子供たちを取り巻く社会環境

は大きく変化しています。これからの教育においては、子供たちの自

由な発想力や社会の変化に的確に対応していける能力、さらには心身

のたくましさ、人に対する思いやり等を育てる環境が重要となってい

ます。また、家庭環境、地域社会が子供に与える影響に十分配慮し、

学校を核とした地域コミュニケーションの醸成や、子供が安全で安心

して活動できる居場所の確保等、さまざまな対応が求められてきてい

ます。 

 このような状況の中、少子化が新町に与える影響は多大なものがあ

り、教育レベルの低下や人間形成への影響の問題が大きな課題として

挙げられます。 

 教育レベルの低下の問題では、小学校数が９校と多く、小規模学校

では、複式学級、山村留学制度等で補っていますが、児童が少数であ

ることから、競争意識が低下するなどの問題があります。また、人間

形成の問題では、しつけや子育てに自信のない親の増加、過保護や過

干渉、無責任な放任などで保護者の教育力の低下が問題となっていま

す。このため家庭教育を高めるとともに、地域全体で子供たちを育て

る体制づくりが求められています。 

 以上でございます。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ただいま事務局の方からまちづくりの課題について縷々説明がござ

いました。 

 ただいまのまちづくりの課題についてご意見をお受けいたしたいと

思います。 

 事前に委員の皆さん方にはお目通しをいただいておると思いますの

で、積極的にご発言をいただきますようお願いを申し上げます。 

 どうぞ。 

 どうぞ。 

西畑委員      神崎町の西畑です。 

 まちづくりの課題の中で、１番の自然環境と調和した地域産業の振

興の中で、①でございますが、自然環境の維持管理という、そういう

文言の中で３行目でございますが、「維持管理従事者の不足や、開発
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に伴う」という、そういったものが記載されておりまして、「開発に

伴う、本来自然が有する多面的な機能」という、そういった文言の中

で、この「開発に伴う」という文言が、私自身こういった形で、林業

関係に携わっておる関係から、「山林の手入れ不足等により」という

ような文言の方が適正ではないかなというとこで、一度検討をお願い

したいと思います。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次にどなたか。 

 どうぞ。 

上垣委員      失礼します。大河内町の上垣です。 

 これは質問ではないんですけども、ちょっと確認事項ですが、去る

６月１２日に大河内町の役場周辺で環境を考える集いというテーマの

県自治労主催のイベントがありましたけども、それはここに出席の皆

さんがご存じであったか、なおかつ出席されたかどうかを、確認でき

る範囲で結構です、ちょっとそれを確認させていただきたいと思いま

す。 

井上（委員長）   どなたか。 

 今、ご発言がございましたが、だれかここの中で参加された方ござ

いますか。 

            〔参加者挙手〕 

井上（委員長）   ３名。ありがとうございます。 

上垣委員      ありがとうございました。 

井上（委員長）   じゃ、それでよろしいですか。 

上垣委員      はい。 

井上（委員長）   ほかに何か。 

 ほかにどなたか、どんなことでも結構でございます。今、思ってお

られること、どんなことでもよろしゅうございます。余りかたくなら

ないように。 

 どうぞ。 

藤原（日）委員   済いません。神崎町の藤原と申します。 

 こちらの方読ませていただいて、感想というわけじゃないんですけ

ども、まさに書いてあるとおりなんですね。でも、それ以上の何もの

でもないんだ。まさにこういう課題があって、これからこうしないと

いけないよということはわかるんだけども、さあどうするんだという

ことが出てこない。ただ、それはいろいろ行政的な配慮とか、その辺

がありますんでそれは難しいと思うんですけども、少なくとも感想で
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言えばまさにこれ書いてあるとおり、すべての面において現在の課題

であり、これからどうしなくちゃいかんというのは、まさにここに書

いてあるとおりだなというのが感想です。意見になってませんけど

も。 

井上（委員長）   ほかに。 

 どうぞ。 

山下委員      大河内町の山下ですけども、ちょっと自然環境というキーワードが

神崎町・大河内町両町とも非常にどこの文章見ても、多々出てくると

思うんですけども、自然というものを一体皆さんがどうとらえられて

るのかなというのを常々疑問に考えるわけなんですけども、自然とい

うのは人間が手を加えないのが自然なのかどうかというのは、私も当

初そういうもんが自然なのかなというふうに考えてたわけなんですけ

ども、里山というのがよくいろいろ森林資源の話が出てきたときに出

てくると思うんですけども、里山というのはそもそも人間が手加える

ことによって維持管理していくという自然環境ということで、自然、

動物、植物の方の生態と人間が協調していくという、人間が作り上げ

てきた自然というのは非常に人間にとってもいいということで、今見

直されてると思うんですけども。 

 もう一つちょっと具体的に、私もど忘れしてるんですけど、三重県

の方の山林を管理されてるような会社が、当然山林を管理されて資産

としては非常によい環境にあるということで、世界的にも注目されて

る会社があるわけなんですけども、そこは人はとにかく山に入って間

伐を、伐採して、その中で必要な木は切って日の当たる環境を作るこ

とによって、そこにすむ動植物の数を増やしていくということが認め

られて、非常にそこの木材というのは付加価値がついてるという。 

 今、ここから見える山林も非常に木々が生い茂って美しいように見

えますけども、果たしてあれが資産価値があるのかというような、そ

ういうふうに人間がこれから手を加えないと、自然というのは本当の

意味で生かされてこない時代になりつつある。そこに差別化というの

が生まれてくるんじゃないのかなと思うわけなんですけども、じゃあ

実際問題、この森林を管理する人たちの不足というのが実際問題ある

わけなんです。じゃあ、その人たちをほかから受け入れることはでき

ないのか。じゃあ、例えば地元のボランティア組織、山林ボランティ

アみたいなものを受け入れることによって、両町の山々を守っていく

ことによって、その自分たちが作った山々を自然を売り文句にしてい

くというような形も、一つのアイデアとしてどうなのかなというふう
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に、自分たちで作り上げる自然を売り文句にしていくという、ただあ

る自然を売り文句にするんじゃなくて、やっぱり自分たちで維持管理

していかないと、この自然というのは本来の美しさというのは保てな

いんじゃないのかなという、思ってるわけなんです。私の意見として

そういうことでございます。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

高橋委員      神崎町、高橋です。 

 子どもたちの教育に係る学校・家庭・地域の連携ということの、一

言。 

 少子化とか出とんですけど、せんだって地域でこの秋の夏祭り等に

ついて三社寄ってという話をしていた。帰って子供の親とも話しして

みたら、今子供の人数がピークで、あと四、五年すれば子供屋台もか

く手がないというようなこと。それなぜなのか、この間も女の子です

が、３０歳前後ですが、結婚を勧めてみたんですけども、出会う機会

を作ってやろうと思っても、本人の気持ちは出会う気持ちがないと。

ほんで、すぐ断りすると。子育てといってももう１人ぐらいしか子供

を育てない。それは学費とかいろんな費用が高い。もうたくさんの子

を作っても生活が苦しくなる。こんな現状でないかと思います。 

 ここに書いたの、抽象的なことばっかり書いてあるんですけども、

もっともっと一つ一つ掘り下げていけば、昨日も神崎高校の３年生と

の交流会に行ったんですけども、親が言うには、ここへ、子供自身が

分数で２分の１足す３分の１を５分の２にしてしまう、小学校、中学

校通してその辺が悩みで、学力がどんどん落ちてしまってこの高等学

校へ来たと、こういうような話も聞いたりします。 

 そういうことで、親と私たちの年輩との、若者の親と私ら年輩との

大きな落差というんか断層があるように思うんです。村のいろんな行

事、果たしてだれが引き継いでくれるのか、その辺もいろんな問題点

が浮かんでくるかと思います。 

 以上、思いつくまま言いましたけど。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次に、どうぞ。 

藤原（日）委員   神崎町の藤原です。何度も済いません。 

 先ほど山下さんが指摘されたことなんですけど、非常に大事なこと

だと思うんですね。重要な指摘をされたと思うんです。自然につい
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て、やっぱり管理された自然こそが本当の自然であるという認識をや

っぱり住民みんなが持つ必要があるんじゃないかなというように思い

ますので、一応参考意見ということで言わせていただきました。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次、どうぞ。 

藤原（博）委員   寺前の藤原でございます。 

 総務文教の部分でございますが、文化で議論いたしまして、この黒

枠でというんですか、網がけをしておるところが各３つともあるわけ

なんですが、その部分について文章が余りにもきれいで、入ってない

と言ったらおかしいんですが、反映が多少少ないんやないかなと。私

たちは、まとめましたのは、この黒枠で囲んで網がけした部分は問題

点ですよ、大切ですよと言ったつもりなんですが、ちょっとこれにそ

ういったことがあらわれてきて、余りにもきれい過ぎるんじゃないか

なという気がしてちょっとなにしましたが、なかなか入れにくいとは

思うんですけどね。 

 例えば権限移譲とか、この黒枠の中のこうしたらというようなとこ

をちょっと突き詰めた分がちょっと漏れてる、漏れてるといいます

か、あらわしにくいのかなという気もせんでもないんですけども、ち

ょっと気がつきました。 

井上（委員長）   事務局、何か、事務局から。 

 じゃ、参考にさせていただくことといたします。 

髙内委員      大河内の髙内です。 

 ここにずっと掲げられてるものは、ほとんどが、ずっと連携といい

ますか、連帯的に問題点が重なってくるように思われますし、するの

で、まず町の将来を考えるには、やはり少子化の問題が一番大きく影

響してくると思うんですね。 

 そこで、この間も、東京都ですか、年間女性が子供を作るのは１人

を切ったというようなことも出ておりましたし、それからテレビでし

ておったんが、何か外国人と結婚をする業者といいますか、そういっ

たんもありまして、何か会費二、三十万円ほど入れますと、外国の資

産家と結婚をするようなして、ある女性がしておるのをテレビでやっ

ておりましたが、日本の何かそういった一つの形勢がずっと変わって

きてしまっておるようにも思われますし、高橋さんが言われましたよ

うに、女性の方も３０歳になっても結婚せんというような方もおられ

ますし、そういうようなことで大変こういう田舎、過疎を抱える両町

なんかにおっては、本当にこういった対策こそが一番大きな問題にな
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ってくるんやないかと思う。 

 そういうことによって、いろいろな農業の問題、林業の問題、そう

いったものが重なってくるんじゃないかと思うんです。 

 それで、子育ての支援対策とか、そういったものは当然なんですけ

ど、しかしながら今子育てというものについても、やはり支援金と

か、それから子育て学習教室とか、両町にもされておりますし、ずっ

と前から見ますとそういった環境整備というものは相当進んでおって

も、なかなかそういった問題が解消されないというのは、やはり社会

の構築が変わったのかどうかと、わかりませんけれども、やはりそう

いう対策が一番将来の展望を見出すんに大きくなってくるんやないか

と感じております。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次に。 

 どなたかございませんか。 

 どうぞ。 

上垣委員      上垣です。 

 先ほど藤原委員さんの方から出た質問に若干関連するかと思います

けども、今日もコンサルタントの方がご出席ということで、コンサル

タントの方にちょっと質問をさせていただきたいんですけども、それ

ぞれの項目について末尾で、いわゆる結びが「重要です」とか「必要

です」とか、そういう形で結ばれておりますが、今後これを具体的に

どういうふうに、コンサルとしてはどうですかという具体案は出され

るあれがあるかどうかのその確認をさせていただきたいと思います。 

畠中（コンサル）  失礼します。パシフィックコンサルタンツの畠中です。 

 今、このまちづくりの課題というところ自体が、タイトルが（３）

となってますけども、ここは両町の現状把握の段階でございまして、

構成としましては以前の計画書案に全体の目次構成をお出ししてると

思うんですけども、これらの課題を踏まえて両町、力を合わせてどう

いうまちづくりを目指していくかとか、そのまちづくりを目指しなが

らいかにこういった課題を解決していくかというのは、後半に、主要

施策とか主要事業のところに一つ一つの対応策を考えていきたいなと

いうふうに考えてますので、今はあくまで、「必要です」、「重要で

す」というのは、これらが必要であり重要である、そのために力を合

わせてどういうことをしていくかというのを、後半の部分、章番号で

言うと３章、４章あたりになってこようかと思いますけども、そのあ

たりに主要施策という形で具体的な取り組みを掲載していくというよ
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うな、報告書の体裁自体は考えております。 

 その中で、また特に大事なのが、非常にハード面はこれまでも現状

の資料とか現地調査をされて、両町ともに非常に充実したものをお持

ちであるというふうに感じておりまして、逆にハードそのものを、今

既にあるハードをどうやって生かすかというソフト面の取り組み、森

林の保全とか自然環境の、いわゆるきっちり管理された自然環境の保

全とか、こういうものすべてハードというよりむしろソフトにかかわ

る内容でないかと思います。こういったところに関しましては、非常

に行政だけでは難しいところがありまして、是非皆さんのお知恵も出

していただきながら、その取り組み一つ一つ、ここで「重要」、「必

要」と書いてることについて、どんなことが皆さんでできるか、行政

とどういうふうにタグを組んでやっていけるかということについて、

また是非議論させていただきたいなと思っております。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 よろしゅうございますか。 

上垣委員      お願いをしておきたいと思いますけども、この具体的な取り組みを

考えるのに積極的な議論をよろしくお願いしたいと思いますんで。よ

ろしくお願いします。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 今お聞きのように、まちづくりを進めるためには、やはり委員皆さ

ん方がいろいろ、ことを、思っておられることを忌憚なく吐いていた

だきまして、それをひとつ考えながら、またそれにヒントを得ながら

考えていく必要があるんじゃなかろうかと思います。 

 したがいまして、それぞれ思いをぶつけていただきまして、こうい

う会合のときにはできるだけそういう思いを燃焼させていただきたい

なと思っております。そういうことで、できるだけ自分の思いを、こ

んなこと言ったらどうやろかというようなことは抜きにして、とにか

く新しいまちづくりをするためにはこういうこともひとつ必要やない

かということを、ひとつ思い思いで結構でございますんでご発言をい

ただきますようにお願いをいたします。 

足立（会長）    皆さん方に、第５回にも及ぶ小委員会開催をしていただきまして、

精力的にこの問題に、また積極的に取り組みをいただいておることに

対しまして、敬意と、そしてまたお礼を申し上げたいと思います。 

 今、まちづくりの課題のお話があったんでありますけども、長い間

行政に携わっておる者といたしましては、課題の内容が大きく変わっ
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たなという印象を受けます。これまででしたら、例えば下水道事業の

整備を早くやれとか、あるいは道路の整備をやれとか、圃場整備をや

れとかという、いったようないわゆる生活基盤の整備を早くやれとい

うような課題が多いかったんでありますが、両町におきましては、幸

いにしてそういった大きな生活基盤の整備が一応終えたということも

ございましょう。また、時代が大きく変わりつつあるというようなこ

ともございまして、皆さん方から大変ワークショップ等で議論をされ

て上がってきた問題がある程度集約された形で出ておるのを見まし

て、これはもう当然新しい時代の風だなと、このように思わせていた

だいております。 

 ところで、まさにこの時期に地方分権が積極的に進められようとい

たしておりますし、これまでの国庫補助事業を廃止をして、いわゆる

財源移譲が果たされようといたしております。これまでは国の補助要

綱等によって全国画一的に事業が展開されておったんでありますが、

これからは地方分権時代、あるいはまた財源移譲が行われますと、そ

の地域の特色を、特色というんか、ニーズに合わせた行政をやるとい

うことでございますから、まさにこういった議論が大変大きな成果に

なって、あらわさなくてなりませんし、そういう状況に反映ができる

んかなというふうに思っております。 

 そして、特に大きなハード面的な課題については、財政の優遇措

置、いわゆる特例債等をこれはもう積極的に活用してそれを整備する

と。もちろん、財政には歯どめがございますんで、健全財政、これで

は公債費比率という形で押さえられておるわけでありますが、その比

率の範囲内で、そしていろんな財源を活用してという、特例債を活用

するわけですが、課題を処理して、そしてソフト面を裏づけしてい

く、いわゆる財源移譲をうまく活用していくということが大変重要で

はないかなというふうに思っております。 

 したがいまして、皆さん方がこの小委員会で議論されることが本当

に着実に実行されるような形が、これも合併によってさらにそのこと

が実現性が高くなるということになれば、すばらしいんではないかな

というような思いをいたしました。 

 本当に精力的にお取り組みをいただいておることに対して、重ねて

厚くお礼を申し上げておきたいと思います。 

井上（委員長）   町長、ありがとうございました。 

 次に、どなたか。 

 ございませんか。 
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 どうぞ。 

松山委員      すいません、大河内町の松山です。 

 ちょっと言葉のとらえ方だけ教えていただきたいんですけれども、

２６ページで言ってる「地域への愛着を持ち」のところなんですが、

それの②のところの上から３行目、「しかし、新町では」というとこ

ろの「新町」というとらえ方なんですが、これは今現在２町あわせ

た、今現在の町のことをとらえる新町なのか、どの時点でとらえた新

町であるのかということを教えていただきたいんですけど。 

吉岡（事務局）   両町ということで、現在の状態です。 

井上（委員長）   よろしゅうございますか。 

 ほかに。 

 ほかにございませんか。 

 どうぞ。 

堀口委員      堀口です。 

 この教育問題に関係するんと思うんですけども、人間形成という言

葉とか、また家庭環境、地域社会、地域環境とか、そういう言葉もよ

く出るんですけども、一番やはり基本になるのがやっぱり人間性を高

めるということが大事やと思うんですけども、その人間性を高めると

いう中で、何を一番基本に持ったらいいのかというと、やはり人間と

して生まれてきて役割というものがどうなんかと、人間としての役割

はどうなんかということをやはり教育の中に入れていただければいい

んじゃないかなと思うんです。 

 いいますのは、自分が今日現在生きておるのも、親があって生まれ

てきたから成り立っているわけであって、勝手に生まれたもんでも何

でもないんで、そうすると家庭を持つということが一番大事なことで

ありますんで、家庭を持つということはやはり結婚しなければならな

い。家庭を持つことによって、家族構成というんですか、家族の仕組

みというものができてくると思うんですけども、そういうものを考え

た場合にやはり人間として役割は何だろうかと、何のために生きてき

たんかなということを皆さん考えてもらえるような教育をしていただ

ければ、そうしたら何か人の役に立たないけないんだとか、生まれて

くれば必ず結婚して子孫を残すことが大事なんだというような、そう

いうような観点から人間性としての教育を織り込んでもらえたらいい

んじゃなかろうかと思うんです。 

 いいますのは、いろんな問題を解決するにつきましても、やはり人

間が全部過去に作ってきたことを、また行動してきたことを、それを
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ずっと見て反省して、これじゃいかんじゃないかということで次々と

新しいことを考えて、また物事が発生すればそれを解決していくとい

う形でずっと取り組んでると思うんですね。だから、一番肝心なのは

やはり人間としての役割というんですか、大事なことが抜けてるんじ

ゃなかろうかと思いましたんで、ちょっと私の意見として受けとめて

いただいたらいいんですけども、そういうことも盛り込めるもんなら

盛り込んでいただければいいんじゃなかろうかと思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次、どうぞ。 

立岩委員      済いません、大河内町の立岩です。 

 婦人会活動をしているんですけれども、このまちづくりの課題の文

章をずっと見てますと、地域住民からのさまざまな意見やアイデアを

出し合い、利用者本位の整備を進める必要があるとか、それから高齢

者の生きがいづくりにかかわる活動の機会をより一層充実させていく

とか、いろいろとコミュニケーション、地域内での日常的なコミュニ

ケーション活動とか、いろいろコミュニケーションという言葉がよく

出てるんですが、婦人会活動してまして、婦人会はイベントとか、そ

れからまた高齢者の給食サービスとか、また自主防災とか、日赤奉仕

団とか、いろいろと活動はしているんですが、みんなボランティア活

動ですね。 

 それで、活動しているんですが、婦人会独自の活動というような形

で、地区内でも区長さん、老人会、いろいろと活動もされてます。そ

れで、やっぱり地域のコミュニケーションということは、やっぱりそ

この横のつながり、縦のつながり、また子供会とのつながりとか、い

ろいろとそういうつながりの場があってもいいんじゃないか、またこ

ういうふうな場においてもそういうふうな人の代表の集まりの場があ

ってもいいんじゃないかと思うんですが。 

 最後に、行政は住民の主体的なまちづくりへの参画というところ

で、「行政はアドバイザー役となり住民が主体的にまちづくりを進め

ていくための環境整備を進めていく必要があります」というふうな形

がありますが、そういうふうな環境づくりをお願いしたいと思いま

す。失礼します。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 奥野さん、どうぞ。 

奥野（恵）委員   神崎町の奥野でございます。 
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 大体課題は全部とらえられておるように見せていただいたんですけ

ど、先ほどの総務の方の委員さんもおっしゃいました、ちょっと課題

の上げ方が抽象的、平板的ですんで、これが後ほどの新町建設の基本

方針につながるんですんで、もう少しめり張りをつけて、かつこれは

という具体的な課題は少しピックアップして上げられた方が、後々町

民の方に説明材料としては、どうしてこれは基本方針につながるんだ

というあたりで効果あるんやないかなと思います。繰り返しになりま

すけど、もう少し課題の、部分的でもいいんですけども、これはとい

うのを明確に上げられた方がいいかなというふうに思います。全般的

には、僕はようまとめられとるように思いますけども。 

 以上でございます。 

井上（委員長）   どうぞ。 

藤原（日）委員   神崎町の藤原ですけども、先ほど堀口さんがおっしゃったことの人

間として生まれてきた以上は結婚して子供という話が出ましたけど

も、私はそうじゃないと思うんですね。むしろ、結婚しない自由、子

供を持たない自由というのは、それは当然あってしかるべきだし、た

だ問題なのは結婚しようと思っても何らかの理由でできない、それか

ら子供を持とうと思ってもいろんな社会的制約といった、教育環境

等々について、そういった弊害があるからできないんだという、だか

らそこが問題だと思うんですね。だから、そこをいかになくしていく

かということをやっぱり諮っていくべきだろうというふうに私は思い

ます。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

上垣委員      大河内の上垣です。 

 先ほど藤原さんのご意見の件ですけども、私のちょっと考え方を言

いますと、これは私が感ずることなんですけども、いわゆる事結婚に

関することで言えば、私ら、６０代になったあれなんですけども、私

らの当時の結婚観と今の若い人の結婚観の考え方が基本的に違ってき

とるんじゃないかと。その根本は何かというのが１つあるんかなとい

う気がしてました。 

 それと、単純に僕が感じとるんは、要は僕らの時代は、要するに結

婚せえへんかったら一人前扱いしてもらえない、社会から。そんな風

潮の時代じゃなかったかと思います。だから、何らかの要因があって
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今の若い人の考え方が変わってきとるんかなという気がしておりま

す。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次に、どなたか。 

 どなたかございませんか。 

 それでは、いろいろなご意見、ご要望をお聞きいたしました。 

 ほかにご意見がないようでございますので、次に移らせていただき

たいと思います。 

 次は、合併の必要性について、事務局の説明をお願いをいたしま

す。 

 事務局、どうぞ。 

吉岡（事務局）   失礼をいたします。そしたら、合併の必要性ということで、２７ペ

ージ以降になりますが、（１）の合併の必要性と（２）の合併の効果

と課題、２９ページ、３０ページの分ですね、両方朗読して提案させ

てもらいたいと思います。 

 （１）合併の必要性。 

 神崎町、大河内町を含め、全国の多くの自治体では、人口減少や少

子・高齢化に伴う地域活力の低下、産業の低迷など、さまざまな問題

に直面しています。また、地方分権が実行の段階を迎える中で、今後

はこのような問題に対し、市町村の自主性・主体性のもと対応してい

くことが求められています。 

 このような状況の中、両町が合併を行う背景には、次のようなこと

が挙げられます。 

 １）地方分権社会への対応。 

 平成１２年４月に地方分権一括法が施行され、地方分権の推進に向

けたさまざまな動きが活発化しています。今後は、住民に最も身近な

行政である市町村が、その創意と工夫により、個性あふれるまちづく

りを行うことが求められる時代になってきています。市町村には、こ

れまで国や県の責任であった権限の移譲が進み、自己決定・自己責任

のもと、専門的かつ高度な住民サービスを、これまで以上に提供でき

る力をつけることが必要となってきています。 

 このような時代の要請にこたえるため、これまで以上に専門性の高

い政策立案能力の強化や、そのために必要な職員の確保・育成が求め

られるとともに、増加する事務量に対応していくための職員の適正配

置や、みずから事業を実施していくための安定した行財政基盤の確立
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が求められています。 

 ２）広域的課題への対応。 

 兵庫県のほぼ中央部に位置する両町は、市川及びその支流沿いに広

がる平地部で地理的につながっており、これまでも神崎郡としてのつ

ながりや、播但連絡道路やＪＲ播但線等の道路・交通条件の整備によ

る、文化、経済、生活、医療等各方面での深い結びつきを有してお

り、生活圏の一体化が強まっています。 

 また、行政面においても、消防、医療・福祉、ごみ処理を初め、さ

まざまな分野で協力関係を構築し、効率的な広域行政を進めてきまし

た。しかし、共同で取り組むべきものの中には、前述したような産業

振興や環境対策等、広域で取り組んでいく方が効果的な新たな課題も

増加してきています。 

 こうした生活圏の一体化やこれまでの広域行政の取り組みを踏まえ

るとともに、新たな課題に的確に対応するため、圏域全体から見てよ

り必要性の高い施策に対する重点的な投資や、広域的視点に立った、

一体的かつ効率的な住民サービスの提供体制づくりが求められていま

す。 

 ３）少子高齢化、人口減少への対応。 

 両町ともに、県平均を上回るペースで高齢化が進むとともに、過疎

化が進行しています。今後高齢化・過疎化が一層進めば、保健・福

祉・医療に対する住民ニーズが増加し、今後ますます行政経費の増加

が予想される一方、若年層の減少は税収の減少にもつながることか

ら、このままでは、基本的な行政サービスの提供に支障を来すことも

予想されます。また、過疎化の進む地域では、地域コミュニティー内

の互助活動なども機能しなくなり、集落の維持管理が行えなくなるこ

とも考えられます。 

 このような状況に対応するため、地域内の豊かな自然環境等を十分

に生かした新しい地域の魅力づくりを行うとともに、合併に対する特

例的な財政支援策の活用による生活基盤整備や、住民が主体となった

地域振興のため取り組みを支援していくなど、定住環境や雇用環境の

向上に努め、人口の流出に歯どめをかけることが求められています。 

 さらに、観光・交流人口の積極的な呼び込みを進め、地域全体の活

力の向上を図っていくことが求められています。 

 ４）厳しい財政状況への対応。 

 今後両町においては、人口の減少に加え、また景気回復についても

現状においては非常に不透明な情勢にあることなどから、町税を初め
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とする自主財源についての増加が見込みにくい状況にあります。 

 また、新町の財源は、国からの交付金等にかなりの部分を依存する

ことが想定されますが、国の財政状況は極めて厳しく、今後、これま

でのように市町村に対する国からの財政支援等を期待できない状況で

す。 

 このような状況に対応するため、地域全体を見据えた行政組織の適

正配置による行政コストの削減や、公共施設の効率的な整備など、限

られた財源の有効活用を行う一方、若者の定住促進や産業振興による

税収の安定化を図り、財政基盤の安定化を図っていくことが求められ

ます。 

 （２）にいきます。合併の効果と課題。 

 合併の必要性を踏まえ、両町の現状と課題から考えられる合併の効

果と、その効果を発揮するための課題として以下のような視点が挙げ

られます。 

 １）観光・交流の促進が期待されます。 

 （考えられる効果）。 

 １つ目、両町が有する観光施設・資源を活用することで、より多様

な連携や観光ルートの設定を行うことができ、交流人口の拡大による

地域の活性化を図ることが考えられます。 

 ２つ目、兵庫県の中心部という立地環境と、比較的恵まれた交通環

境を生かし、播磨・但馬・丹波等の各地域とのより広域的な連携を図

りながら、中山間地域の振興や、都市地域との交流の要所としての役

割が期待されます。 

 ３点目、特例債の活用により、両町の一体化や観光ルートの構築の

ために必要な基盤への重点投資も考えられます。 

 次に、（効果を発揮するための課題）としまして、１つ目としまし

て、観光ルートとしての魅力を創出するためには、観光施設の特色

化・差別化を図る必要があります。 

 ２つ目の課題としまして、新町内だけでなく、周辺市町も含めた広

域連携の促進を図っていく必要があります。 

 ３つ目の課題、観光ターゲットの明確化を図り、より積極的なＰＲ

を図っていく必要があります。 

 次に、２）としまして、農業・林業に係る広域的な取り組みの促進

や、新しい産業の創造が期待されます。 

 （考えられる効果）。 

 １つ目、従来からの地域の基幹産業である農業・林業の再生、さら
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にはその基盤である山林や農地の保全に向け、より広域的な取り組み

や共同体制の構築が期待されます。 

 ２つ目の効果、商業、工業等に係る組織強化により、新しい基幹産

業創造に向けた体制が強化されます。 

 （効果を発揮するための課題）。 

 １つ目の課題としまして、市場競争下にあっては、農業・林業とも

に非常に厳しい状況にあることから、生産物の付加価値化や直売など

の、価格競争とは違った観点からの取り組みが必要です。また、共同

体制の構築に向けては、新町内だけでなく、より広域的な体制の強化

が求められます。 

 課題の２点目としまして、地域の経済循環を創造していくための産

業間を横断した取り組みが必要です。 

 ３）コンパクトな市街地形成による効率的な公共投資、効果的な人

員・施設配置が可能になります。 

 （考えられる効果）としまして、１つ目が、類似施設の建設が抑制

され、維持管理等に係る経費の削減が図れるなど、効率的な公共投資

が可能となります。 

 ２つ目、両町の平地部の連続性を生かした効果的な公共施設及び人

員の配置と、公共交通のネットワーク化により、それぞれの強みを生

かした利便性の高いサービス提供環境の構築が可能です。 

 ３つ目としまして、既存施設をできる限り有効利用するとともに、

時代のニーズに合った用途への転用を図ることも期待されます。 

 （効果を発揮するための課題）としまして、１つ目としまして、中

心部のみが発展するのではないかとの不安に十分配慮し、高度情報基

盤を生かしたきめ細かいサービス展開が求められます。 

 ２つ目、常に住民のニーズを把握し、行政施策・事業の優先順位を

判断するためのシステムづくりが必要です。 

 ４）としまして、規模の拡大や集落の再編等により、地域社会を支

える自立心の高い人材・組織の育成が期待されます。 

 （考えられる効果）としまして、１つ目、子供同士の交流機会が増

え、学力や人間性の向上への寄与が期待されます。 

 ２つ目、集落の再編等により、自立性の高い自治組織の立ち上げが

考えられます。 

 ３つ目、環境問題などより広域的な問題に対して、意見を集約し、

対策に取り組む組織の立ち上げなどが期待されます。 

 （効果を発揮するための課題）としまして、住民自身ができること
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（自助）、住民と行政が一緒に取り組むこと（共助）の考え方に対す

る理解醸成が必要であります、ということです。 

 以上ございます。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 事務局より合併の必要性についてご説明をいただきました。 

 ただいま合併の必要性について、地方分権社会への対応、広域的な

視点での体制づくり、また少子・高齢化に起因する人口減少問題、さ

らにはますます厳しさを増す財政への対応等が上げられております

が、これにつきましてご意見やお聞きになりたいことがございました

ら、ご発言をいただきますようお願いをいたします。 

 どうぞ。 

 私の方からちょっと、ぐあい悪いんですがちょっとお聞きしたいと

思います。 

 幼稚なことかわかりませんけれども、合併に対する特例的な財政支

援についてちょっとお話をもう少し聞きたいんですが。 

浅田（事務局）   合併に関しましては、前回の１３日にも申し上げましたように、新

しい法律、３つの法律が今年５月１９日に参議院で可決され、５月２

６日から公布、施行されておるところでございます。 

 今回の合併、前回の旧法と同様に、合併に際しましては、いわゆる

１つには合併特例債、いわゆる関係市町村が寄るのにいろんな経費が

必要でしょうということで、１つには優遇されます借金なんですけれ

ども、合併特例債というものが発行されます。両町合わせまして、人

口の関係とかいろんな算出根拠があるんですけれども、神崎・大河内

の人口１万３，５００人の場合でこの合併特例債というものが約５０

億円ございます。 

 しかしながら、これにも一つの大きな基準といいますか、落とし穴

といいますか、そういったものがございまして、これまで両町もそれ

ぞれいろんな道路基盤、また下水道、大きな事業をたくさんやってき

ております。そういったものが町民１人当たりに対する公債費、いわ

ゆる借金として残っておるところでございます。これらの比率を少し

難しい言葉で申し上げますと、起債制限比率という一つの指針がござ

いまして、その率が兵庫県の場合は１４％というものを超えますと、

幾ら合併する、関係する市町村でも、その基準の例えば神崎・大河内

で５０億円あっても、すべて使うことはできませんよということが言

われてございます。 

 かといって、５０億円といいながら、実際にじゃあその率が高いか
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ら幾ら使えるんかというところなんですけれども、これにはもう少し

時間が、県との協議とかいろいろございまして、５０億円のうち２０

億円とか２５億円、３０億円とかといったものが今後協議の中で詰め

られてくる部分がまず１点ございます。 

 それから、よく言われます地方交付税、これが合併市町村に対して

は、新しい法律では１８年３月３１日までに合併をした団体につきま

しては１０年間プラス５年間と、従来から申し上げております１０年

間は旧町部分のものを保証し、そして５年間段階的に落としていきま

すよと。しかしながら、交付税も毎年国の総額が決まってからの話に

なりますので、必ずしも１００％前の町の額が保証されるというわけ

ではございません。当然、国の全額の集まってきた所得税とかいろん

な５税の中から配分されるわけでございますので、そういったものが

減れば当然毎年交付される額も減ってはきますけれども、一応合併す

る団体についてはある程度の額は単独でいくよりも補償しましょうと

いうことが言われております。しかしながら、この１８年３月３１日

以降も、合併しても、５年間は交付税というものは段階的に見ましょ

うということも言われております。 

 いろいろ合併特例債と地方交付税の中で、仕組みが変わっておりま

すけれども、そういった大きな優遇措置がございます。 

 それとあわせまして、この合併、新町建設計画の中にも、今後反映

をしてまいりますけれども、県の事業、いわゆるこのあたりですと県

道とか河川とか、そういった大きな県の建設的な事業がこの中に入っ

てまいります。それらは今後中播磨県民局の方が中心になり、合併関

係する市町村に対しましていろいろ協議をし、優遇的な措置が講じら

れるということがございます。 

 もちろん、合併する場合にはいろんな補助金、コンピューターの関

係とかいろんな推進していく経費とか、いろんな補助はメニュー的に

はたくさんございますけれども、大きな財政的な支援といたしまして

は、先ほど言いました合併特例債並びに地方交付税、この２つが合併

関係市町村に対する大きな財政支援でございます。 

 それと、地方交付税、臨時加算措置といたしましては、５年間で１

億７，０００万円、また合併の国の方からの補助金といたしましては

３，０００万円ずつの３カ年、９，０００万円という格好で入ってま

いります。 

 こういう形で、合併に対してはさまざまな支援措置が講じられてお

るところでございます。 
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 以上でございます。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかにどなたか。 

 どうぞ。 

岩本委員      大河内の岩本です。 

 事務局にちょっとお伺いするんですが、今合併特例債と地方交付税

の話されましたですけど、当初言われておった額と現在変わってない

わけなんですか。 

浅田（事務局）   合併特例債は、５０億７，０００万円という額は、また基金１０億

８，０００万円という額は、計算ルールがございまして、それ入れた

らそれぴしっと出てくる格好になります。それは限度額でして、じゃ

実際その中で、５０億円あるんですけども、両町がいろんな整備をす

るのに、例えば５０億円全部使えますかといったら、先ほど言いまし

たような、従来神崎・大河内両町でそういう借金をした事業をたくさ

んしておりますので、実際使える額はどれぐらいになるのかというと

ころは、もう少し時間がたたないとそのあたりは出てこない。 

 つまり、この新町建設計画の次回以降でしていただきます主要施策

とか、そういったものがある程度煮詰まってきて、それに財源を張り

充てていって、じゃあその中に国からの補助金、またその残りを合併

特例債使おうかとか、いろんなことを抱き合わせてこないと、実際合

併特例債が幾ら使えるかという協議が県とできないという部分がござ

います。 

 今のところ、事務局で大まかな想定なんですけれども、２５億円か

ら３０億円前後かなというところでございます。 

 １つには、起債制限比率という１４％という大きな壁がございます

ので、その壁を破ることはできませんので、それ以内という額に恐ら

くなろうかと思います。 

井上（委員長）   よろしゅうございますか。 

岩本委員      はい。 

井上（委員長）   ほかに。 

 どうぞ。 

坂田委員      神崎町の坂田です。 

 今、合併の必要性ということでご説明を聞いとるわけですね。この

書類を２７ページから３０ページまでの朗読説明を受けたわけですけ

ども、全体的に感じたのは、一つ一つ取り上げて言えばあれなんです

が、この前の段階でまちづくりの課題ということで整理してきて、今
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度はその課題があるから、合併する必要性があるんですよと、こうい

う話で整理されていかないかんのに、文面の言葉じりを一つ一つつか

んでいけば、どうもおかしな表現になってるのがあるんじゃないかな

と。 

 だから、こういう課題が既に出てるんですよと、だからこの課題を

克服するために、合併の機会にこういうことをやっていくんだという

のが合併の必要性ではないかなと思うんですよ。だから、そういうま

とめ方でちょっと見ていくと、何か文章的にひっかかるところは若干

出てきますんで、もう一度その辺のところを整理し直していただけた

ら。内容的にどうのこうのというんやないけども、一般の人に説明す

るときに、何や課題もそのまま必要性の中へ入ってるような表現にな

ってますんで、やっぱり課題は課題、課題を克服するためにこういう

ものを仕組みを作っていきますよとか、体制づくりしましょうとかと

いう、住民も参加した、一緒に考えましょうとかという、そういう仕

組みを作りますよと、合併の必要性というのは課題を克服するための

もんであるというような、何かそういう位置づけ、書いていただけた

らわかりやすいんですが、何か課題と同じように書かれとる部分があ

るように思い、ちょっと私の意見としてそういうように思いましたん

で。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

上垣委員      大河内の上垣です。 

 先ほど、大河内の岩本委員さんの質問に関することなんですけど

も、ちょっと補足と言ってええか、ちょっと言わせていただきます

と、実は大河内町の区長会が昨日おとといございまして、そのときに

当然のことながらこの合併協議会等々の件についてテーマになりまし

て、町長等からも説明があり、区長の方からの質問等も出ました。 

 その中で、いわゆる当初言っとった状態よりもやはり変化している

というようなニュアンスのお話がありました。いわゆる三位一体の改

革の中、税源移譲等々で、当初言われとったいわゆる１０年云々の話

がもう既に、ちょっと言葉は悪いですけども、ちょっと保証ができる

んかなというような、私自身がそういうふうな感じを持っただけで、

ほかの区長さん方はどう感じたかわかりませんけども、そういう中で

大河内町の区長会としたら、後日、一応区長会に一回説明をしてほし

いというような意見が出ましたんで、ちょっと補足的に発言をさせて
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いただきました。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次。 

 どうぞ。 

難波委員      神崎町の難波です。 

 こちらに書いてあるのを拝見いたしますと、課題をクリアできれば

合併の効果があらわれるというふうにとらえているんですけども、こ

こに書かれている課題については、これまた抽象的な書き方かと思い

ます。それで、１つお聞きしたいんですけども、ここに書かれている

課題というのは、何とかクリアできそうなレベルの課題と踏んで提案

されているかどうか。新しいまちづくりを行う上で、この課題はクリ

アできそうな課題と踏んでいらっしゃるのかどうか、お聞きしたいと

思います。 

井上（委員長）   事務局の方、何かありますか。 

浅田（事務局）   先ほど難波委員さんの方からご質問のございました関連、それから

また当初藤原委員さん、また大河内の藤原委員さんからもご説明がご

ざいました、自分たちがこのワークショップをやって前回いろいろ張

りつけた課題、そういったものが、たとえ単純なものであるかもわか

らないけれども、この文言として一つの文字の中に整理縮小されてし

まっておるんじゃないのかという意味も、私は少しとらえて、もう少

し自分たちがせっかくやったものがなぜのってこないんだというふう

な、いわゆる手作りの計画になっていないん違うんかというふうな感

覚を私はとらえました。 

 ですから、この課題点につきまして、後ほど新町の建設基本方針、

そういったものが、例えば１）の自然環境、こういったものは基本方

針の何ページの何番に具体的な施策が出てますよとかというふうな連

動性を持ったものを、これからコンサルにまたお願いをして協議して

いきたいと。先ほど難波委員さんから出ました、また坂田委員さんか

らも出ましたいわゆる一つの連動性、こういう課題があって、こうい

う必要性があって、こういう施策が必要ですよといったものの一つの

流れ、そういったものを、何もいいものじゃなくてもいいから、実現

できて自分たちでやれるという見込みの、いわゆる絵にかいたもちに

ならないようなものを作っていこうじゃないかというふうなご発言の

意味がかなりあったのかなというふうに理解をいたしております。 

 そういった大きな意味でしかようお答えいたしませんけれども、そ

ういうワークショップでいたしましたような課題点もできれば資料の
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後ろの方にでも、少し３つの分科会のワークショップの動き、そうい

った課題点、そういったものも一緒に参考資料として張りつけなが

ら、これは私たちが作りましたよというふうな形のものにしていきた

いというふうに考えております。まだまだ中間的な立場といいます

か、中間的な形での整理しかいたしておりませんので、そういうふう

な意味でひとつご理解いただければというふうに思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 どうぞ。 

足立（会長）    オブザーバーさん、申しわけございません。このまま地方分権がも

う少し進めば、例えば財源移譲が民主党の提案のような形で１０兆円

ぐらいが市町村に移譲されるという状況になれば、それぞれの今の課

題のクリアはできる、比較的できるんではないかな、これが２年先に

なるのか３年先になるのか、あるいは５年先になるのかわかりません

けども、かなり実効性のあるようにこの課題処理の中で見受けさせて

いただいております。 

 ただ、その場合につきましては、例えば組織づくりというか、住民

主体の皆さん方で組織を作っていただいてコミュニケーションをどう

醸成するかとか、そういったことについては住民の皆さん方のご意見

をかなり出していただいて、そういう手法をやらなくてはなりません

けども、実現は不可能な問題ではないんかなというふうに受けとめさ

せていただいております。 

 それには、やっぱしはっきり言って地方分権がしっかり進むこと

と、それからその受け皿としてはやっぱし冗費、むだな経費というん

か、に金を使わないということで、例えばもう人件費等につきまして

はできるだけ抑制が可能な状況、すなわち合併をしていくことも大事

でありましょうし、そしてその委員等についても数も十分審議をし

て、できるだけ経常経費といいましょうか、そういった経費を抑制を

していく傍ら、そういった政策経費にというんか、課題処理のために

予算をつけていくということを、これは住民の皆さん方の提案として

受け入れながら、それを政策に反映していくというような形にやれ

ば、非常にやりやすいんではないかなと思います。 

 そのためには、やっぱししっかりと専門性を持った職員の醸成とい

うものは、職員を育ててあげるということ。今までは、国が補助要綱

を作ったり運用方針を作って、それに倣って仕事をしておれば、福祉

の問題であれ児童の問題であれ、それでいいわけなんですけども、財
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源移譲があって、それを地域に合ったように作れということになりま

すと、それをすべての住民の皆さん方に反映していこうとすれば、よ

ほどの政策能力というんか、そういう要綱を作るにいたしましても、

職員の資質が問われるわけであります。 

 したがいまして、これからの時代は、大きな合併なら合併の大きな

中で有望な職員をいかに育てていくかということが大変重要になるん

じゃないかなということであろうと思います。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

髙内委員      大河内の髙内です。 

 この厳しい財政状況への対応なんかを見ますと、当然のことのよう

なことを書かれておりますけれども、しかしながらそれやからこうい

うふうに財政を持っていくんやというようなことが何も掲げられてな

いようにも思いますし、この合併協議会の副会長がこのごろよく言わ

れておる大河内・神崎で交付金が３億５，０００万円減ったんやと、

せやからシミュレーションしたんがもうつぶれてしもうたというよう

なことも言われておりますし、そういったもんについてでも、やはり

合併をするならば、それをどういうふうに対応していくんや、だから

合併せなあかんのやと、減るからやというような肉づけをやっぱりし

てもらわんと、ただ単にそういうことをどんどん流れていくと、それ

じゃ、そんなもん合併しても一緒やないかと、そやったらせんのがえ

えというようなことになって、将来的にそういう地方分権がずっと進

んできて、ほな大河内・神崎、今この機会を失うてしもうたら、それ

でいいんかどうかということは、やはりこの間の合併委員会でうちの

立石委員が指摘したように、やはり過去にも問題も残すし、皆さん方

はやはりこういう行政のプロの集団なんで、やはりその辺をこういっ

たとこでもう少し、今から出されると思うんですけど、やっぱり出し

てもろうとらんと、こういう抽象的なことでずっといって、それは当

たり前のことを書いてあるんやけど、この手法が何であるかというこ

とも一つもないから、やっぱりその辺も今後は出してほしいなと思い

ます。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

山下委員      この合併の必要性ということで、今後新町がということで、それぞ
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れ地方分権社会への対応、広域課題への対応とかいろいろ述べられて

るわけなんですけども、これそれぞれの神崎町・大河内町がこの問題

に対してどう対応されているかというのを、単独の場合ですね、それ

を具体的に述べた上で、この２町での問題というのは初めて対応が、

問題点が出てくるんじゃないのかなというふうに私は個人的には思う

わけなんですけど。単に２町が合併して２になるというもんではなく

て、１町と１町が足して３になるようにどう工夫していくかというこ

とは、この内容からは全く見えてこないように思うわけなんですけど

も、それに神崎町・大河内町がこれらの問題に対して一体どのように

生き残りをかけた対策をとっていこうとして、その上で２町で合併す

ればもっといい効果が出てくる。そういうことが出てこない。ちょっ

と私たちにはこの文面だけでは多分全然理解できないでしょうし、具

体的な生活の部分で、どこの部分で自分たちの生活が困ってくるんだ

ろう、そういうことを初めて、あってこの合併問題というのは語られ

てくるもんじゃないのかなと思うわけなんですけども、その点、今日

足立町長来られてますから、ちょっと答えていただければどうかなと

思うんですけど。 

足立（会長）    おっしゃるとおりだと思います。 

 先ほど髙内委員からご発言ありましたように、三位一体の構造改

革、平成１６年度はまさに３億円の減でございました。そこで、１６

年、１７年度予算につきましては、今総務省におきまして、少なくと

も平成１６年度の地方財源を切ると、それ以下になることはないとい

う考え方で措置がなされておるわけでございます。したがいまして、

財政のシミュレーションにつきましては、おっしゃるとおり、平成１

５年度決算、そして平成１６年度の当初予算を基軸とした将来シミュ

レーションをもう一回立て直す必要がある。そして、そこへ１７年度

予算でとられようとしている三位一体の構造改革３兆円の減額、３兆

円の財源移譲という形が、この８月、９月に、１２月までになると思

いますが、どのような形でとられるかによって、向こう５年、１０年

のシミュレーションが大きく変わるということでございます。 

 しかしながら、それぞれの町が抱えている財政状況を素直に考えて

みますと、どちらも財政破綻というんでしょうか、はもう目に見えて

おるわけでありますから、そのためにはそれぞれ単町でやる場合につ

きましては２町でやるよりももっと財源の削減といいましょうか、支

出の削減を行わなくてはならないと思います。特に、固定費といいま

すと人件費でございますが、人件費等につきましても思い切った削減
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をしなくてはなりませんけども、現在の地方公務員法ではそれができ

ない仕組みになっております。したがいまして、非常勤等あるいは常

勤の特別職等の給与を、報酬等を大きく削減します。 

 例えば、我が町では議会に対して私が申し上げておるのは、このま

まで単町でいく場合については三役はもう一人町長だけに、あと収入

役は会計係を置く程度にやらなくてはならないでしょう。そして、町

議会議員は６人か７人で無報酬といったような形でやっていただかな

いと、将来大変な状況、福祉の方にお金を回すことができないんでは

ないでしょうか。そして、現在の職員数もしばらくは補充しないで、

やはり３分の２程度、３０％程度はカットしなくてはならないであり

ましょうという状況が想定されるわけであります。 

 神崎の場合についてはそういう状況、大河内町についても、考えて

みますと確かに２０億円の町の町税のうち１５億円が関西電力の発電

所の償却資産税が占めておるわけでありますが、これはいわゆるピー

ク時の電力の需要に対してまかなうための発電でございまして、現在

の電力の自由化等が考えられる中で、もうピーク時の電力供給は必要

ないんではないかなというような議論もなされておると聞いておりま

す。 

 したがいまして、今後この揚水発電に対する設備投資は次から次に

行うことは多分ないだろう。すなわち、減価償却に向かって一直線に

いわゆる定率償却がなされてくるということになりますと、毎年８，

０００万円から１億円の税収が落ちてくる。もちろん、地方交付税で

補てんされるということではございますけども、税としてはそういう

状況がございます。 

 さらに、両町のいわゆる生産基盤を比較いたしますと、非常に脆弱

であるというような状況がございまして、将来的には少子・高齢化は

もとよりでございますけども、商工業の出荷額とか、あるいは農業生

産、いわゆる販売額だとか、特に今少子の問題についても大変深刻な

状況が想定されるということでございます。 

 そういうことを考えてみますと、２町が、２町では本当は満足でき

ないんでありますけども、しかし財政特例の間にということになりま

すと、２町でもやらなくてはならないということになるでありましょ

う。幸い２町については生活環境施設が似通った整備状況であるとい

うような状況から、それが選択されるわけであるというふうに思いま

す。 

 またさらに、両町の発展の問題を考えてみますと、やはり夢は開け
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るといいましょうか、播但線沿線ではかなり今乗車率が減っておりま

す。平成１２年以降、播但線の利用状況が大きく削減、特に長谷の利

用率が大きく減っております。 

 こういった問題をどう立て直していくのかとか、あるいはまた砥峰

というようなすばらしい高原があるわけでありますが、年間５万人と

聞いておりますが、この５万人についてやはり消費が全然ない、金を

落としてないということに大きな問題があるんではないか。たくさ

ん、この計画でも交流人口、交流人口と書いておりますけども、交流

人口来ただけで活性化するわけじゃないんでありまして、それに対応

できる農業基盤の整備だとか農業生産を出していくとか、あるいはま

た要は消費をしていただけるようなものを作らなくてはなりません

し、そういう、それを活性化構想というんでありましょうが、そうい

う手だてが必要ではないだろうかというふうに思います。 

 山下さん今おっしゃったように、両町の合併しない状況での財政の

シミュレーションを示し、そしてそのために合併したらどうなります

ということをしっかり説明資料を出さないといかんということはおっ

しゃるとおりでございますので、今後用意させていただくということ

になると思います。ちょっと的が外れとったかもしれません。お許し

いただきたいと思います。 

山下委員      もう一つお願いということで、足立町長、非常に口がおおらかな方

なんですので、両町がいろんな案を出したのをやはり客観的に評価す

るという、同じ町内で言いますと、やはりちょっと地域内のしがらみ

があってなかなか言えないような問題も多々出てくるでしょうけど

も、やはり今後一緒になるということであれば、ざっくばらんに相手

の施策というのを評価していかない限り、そのよしあしというのをは

っきりお互い認識した上でじゃないと、やはりしこりを残したような

合併をすべきではないというふうに思いますので、是非両者、両町の

交流が深まるような場にしていただければと思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。貴重な意見、ありがとうございました。 

 ほかにどなたか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井上（委員長）   ないようでございますので、ここで３時２５分まで休憩いたしま

す。 

            午後３時０７分 休憩 

            午後３時２５分 再開 
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井上（委員長）   それでは、時間が参りましたんで会議を再開をさせていただきま

す。 

 次に、新町建設の基本方針について、事務局から説明をお願いをい

たします。 

 事務局、どうぞ。 

吉岡（事務局）   どうも失礼します。長時間になってまいりましたが。 

 そしたら、３番目の新町建設の基本方針ということで、手元の方

に、３４ページと３５ページ、これをカラーで印刷させてもらったも

のを置いておりますので、白黒では、白黒印刷の分でわかりにくかっ

て迷惑をおかけしているんですけども、カラーの分が、これが正式に

冊子に、新町建設計画ができた暁にはこういうカラーでいくというこ

とですんで、お示しさせていただいております。 

 それでは、３）新町建設の基本方針ということで、朗読させてもら

って提案させてもらいます。 

 （１）新町の将来像。 

 １）将来像設定の背景。 

 〔地域の特性と課題〕。 

 これまで見てきたように、新町には、豊かな自然資源に加え、観光

施設、文化・スポーツ施設及びそれらを結ぶ交通基盤など、充実した

施設・資源があります。ただし、これまではどちらかといえば、ハー

ド偏重による事業・取り組みが中心でした。地域内に有するこれらの

施設・資源に対し、住民・行政が一体となって知恵と工夫を出し合

い、手をかけていくことで、さらなる地域魅力の向上や、交流の促進

が期待されます。 

 地域の特性ということで、１つ目、豊かな自然環境。対応が求めら

れる課題としまして、荒廃が進む自然環境の維持管理。 

 地域の特性、地域の基幹産業であった農林業。これについて対応が

求められる課題として２点、１つ目が、生産物の付加価値化、産業の

担い手の確保、農地、山林等産業基盤の多様な活用。 

 地域の特性としまして、３つ目、多数の観光施設・資源。求められ

る課題としまして、施設の特色化、連携促進、地域住民自身による利

活用促進です。 

 次に、地域の特性、高齢者の増加。これについての課題ですが、１

つ目が、出歩きやすい環境整備、生きがい創造の場づくり、非常時に

おける迅速な対応。 

 地域の特性としまして、次に若者層の地域外への流出。これについ
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ての対応が求められる課題として、就業の場の確保、子育てしやすい

環境づくり、地域特性を生かしたライフスタイルの創造。 

 次に、地域の特性としまして、充実した生涯学習・スポーツ施設。

対応が求められる課題としまして、各施設の特色化、ニーズに応じた

サービス内容の転換。 

 次の丸としまして、地域の特性、集落単位での活発なまちづくり活

動。対応が求められる課題としまして、町全体や広域での活動の促

進、２つ目、住民のまちづくりへの関心の向上、３つ目、防災体制の

強化や防災意識の向上。 

 最後に、少子化の進展について。対応が求められる課題、学力向上

や豊かな人間形成のための環境づくりということです。 

 〔合併の効果〕ということで、左側が期待される効果、向かって右

が効果の最大化に向けた課題ということで、まず期待される効果とし

まして、観光・交流の促進。これに向けました課題としまして、ター

ゲットや観光ルートの明確化、周辺市町を含めた広域連携の促進。 

 期待される効果の２つ目、農業林業に係る広域的取り組みの促進、

そして新しい産業の創造。効果の最大化に向けた課題としまして３

つ、上から順に、付加価値化・直売等による価格競争との差別化、産

業間を横断した取り組みの促進、そして周辺市町を含めた広域的な共

同体制の強化。 

 次に、期待される効果の３つ目として、２つ要点がございます。１

つ目が、効率的な公共投資、２つ目が、効果的な人員・施設配置。課

題でございますが、１つ目が、中心部・周辺部におけるサービス水準

の均衡化、２つ目が、公共投資に対する評価システムの導入。 

 期待される効果の最後になりますが、自立心の高い人材・組織の育

成ということで、課題としまして２つ、１つ目が、自助・共助の考え

方に対する全住民への理解醸成、２つ目が、無関心層に対する積極的

な働きかけということでございます。 

 下側に大きく、これはあくまでも案です、皆さんの活発な意見もら

ったらいいと思うんですが、新町の将来像の案としまして「ハートが

ふれあう住民自治のまち」ということで、次めくっていただいて、こ

こでまちづくりの将来像（案）ということで、大きなキャッチフレー

ズとしまして、「ハートがふれあう住民自治のまち」ということで

す。 

 あと、下、朗読していきますが、その中身が結局「ハートがふれあ

う住民自治のまち」というキャッチフレーズでどうでしょうかという
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ことになってございます。 

 読みます。 

 新町は、ちょうど兵庫県の真ん中に浮かぶハートに見えます。旧町

はそのハートのちょうど半分ずつを形づくり、２つが合体することで

初めてハート型が形成されます。そして、そのような単なる地図上の

形だけでなく、兵庫県の真ん中に位置することや、播但連絡道路、Ｊ

Ｒ播但線、そして中国自動車道など、いわば「動脈」、「静脈」に相

当する交通環境も充実していることなどから、兵庫県の「心臓部」と

しての役割を担うことが期待されます。 

 新町内部においては、豊かな自然や農産物、多数の観光資源、文

化・スポーツ施設を有するなど、心の豊かさをはぐくむための環境が

充実し、また各集落における住民主体の自治活動も活発に行われてき

ています。 

 新町のまちづくりにおいては、このような地域の特性と、合併の効

果を最大限に生かすことが重要です。 

 「心臓」には、血液を浄化しさまざまな臓器へと送り届けるという

役割があります。新町に置きかえれば、新町に暮らしたり訪れたりす

ることで心身の生気が養われ、また周辺地域との人や資源の良好な

「循環」が生み出されるようなまちづくりを行うことが期待されま

す。 

 子供からお年寄りまでのすべての人が、地域の愛を感じながら生涯

を謳歌し、また豊かな自然と向き合いながら、力強い生命や活力をは

ぐくみ、そしてさまざまな人と人との心の触れ合いが、安心して暮ら

せる地域、また訪れたいと感じさせる地域を形成していく。そのよう

な新町の将来に向け、住民と行政が一緒になって取り組んでいくこと

が大切であると考えます。 

 そこで、新町におけるまちづくりの将来像（案）としまして、「ハ

ートがふれあう住民自治のまち」と設定しますということでございま

す。 

 隣にいきまして、（２）まちづくりの目標。 

 「ハートがふれあう住民自治のまち」を合い言葉として、以下の３

つの視点からまちづくりの目標像（目指したい生活像や観光・交流の

姿）を示します。 

 まちづくりの目標１「愛・やさしさ」 ～子どもからお年寄りま

で、豊かな愛情・やさしさにつつまれるまち～。 

 １つ目、子供たちが、山林や田畑、河川などの自然と触れ合い、学
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校・家庭・地域の愛情に守られて、生きる力や創造力、人に対する思

いやりなどを身につけることのできる町を目指します。 

 ２つ目、若年層の地域外への流出が見られる中、子育て世代が地域

の支え合いの中で安心して子供を育てられ、都市部にはないゆとりあ

るライフスタイルを享受できる町を目指します。 

 ３つ目、高齢者が長年培ってきた暮らしの知恵や経験を生かし、子

供たちとの触れ合いや、地域文化の継承に携わるなど、いつまでも地

域社会における生きがいを見出せる町を目指します。 

 ４点目、すべての人が、気軽に町中へ出かけたり、在宅において多

様なサービスが受けられたりするなど、安全かつ安心して日常生活を

過ごせる町を目指します。 

 大きな、まちづくりの目標２、「命・いきいき」 ～自然の恵みと

共に生き、力強い命の躍動・活力をはぐくむまち～。 

 １点目、山林や農地、河川が、豊かな生命の営みをはぐくむ土壌と

して、第１次産業の基盤として、そして地域の個性ある風景として保

全され、またさまざまな活動の場として利用される町を目指します。 

 ２点目、農業や林業といった第１次産業資源が、女性、若者、学

生、都市住民など多様な担い手によって活用され、第１次産業に対し

て多様な就業形態が実現できる町を目指します。 

 ３点目、地元でとれる健康食材が、地域内の住民や学校、さらには

来訪者によって消費され、地元産材が地域内で積極的に利用されるな

ど、地域内での良好な経済循環が生まれる町を目指します。 

 ４点目、充実したスポーツ・レクリエーション施設が活発に利用さ

れ、また地域内の移動に際する手段として自転車が積極的に活用され

るなど、健康創造の町を目指します。 

 ５点目、時代のニーズにマッチした既存施設の見直しや、さまざま

な組織の連携・強化が行われ、新しい文化や産業が創造される町を目

指します。 

 大きく、まちづくりの目標３、「心・ふれあい」 ～住民どうしの

顔が見え、人と人との心のふれあいが生まれるまち～。 

 １点目、地域コミュニティーの中でのあいさつ運動や清掃活動等を

通じ、住民同士の顔が見え、安心して暮らせるまちづくりを目指しま

す。 

 ２点目、住民が地域のまちづくりや、町全体の課題に対して関心を

持ち、主体性を持って課題解決に向けて取り組む住民自治のまちづく

りを目指します。 
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 ３点目、都市の住民や子供たちなどが、地域の自然に触れ、観光・

宿泊施設を利用しながら、心身の生気を養うなど、長期滞在者を積極

的に受け入れる町を目指します。 

 ４点目、播磨と但馬の合流点として、さらには兵庫県の中央部とい

う立地条件を生かし、東西南北さまざまな地域との連携の強化によ

る、交流圏域づくりの要所を担う町を目指します。 

 ３点目、（３）新町の都市構造図ということで、１）広域的な位置

づけ。 

 広域的な立地特性から見た新町のまちづくりの方針として、以下の

ような方向性が考えられます。 

 周辺地域との連携による地域課題への共同による取り組み。 

 西播磨地域、中でも宍粟郡は森林文化を有しており、森林資源の保

全、林業の振興といった地域課題に対して、より広域的な視点から共

同で取り組んでいくことが可能です。 

 ２点目、北播磨、丹波地域は、田園文化を有しており、農業の振

興、地域産品のブランド化、農地景観の保全といった地域課題に対し

て、連携・協力して取り組んでいくことが可能です。 

 ３点目、姫路、京阪神等都市地域に対しては、自然の恵みや生気を

養う場を提供し、さまざまな体験活動を通じた交流を促進していくこ

とが可能です。 

 ４点目、また南北方向では、播但連絡道路やＪＲ播但線、市川を通

じた流域連携など、恵まれた交通環境や水系としてのつながりを生か

し、通勤・通学や、文化・スポーツ交流、買い物等を含めた日常的な

さまざまな人と人との往来・出会いを演出していくことが可能です。 

 大きな丸としまして、交流の圏域づくり。 

 以上のような周辺地域との連携を進めながら、兵庫県の中山間地域

における交流の圏域づくりに取り組み、新町は圏域内交流の起終点と

して、さらには地域間連携の要所としての役割を果たしていきますと

いうことで、下にイメージ図を書かさせていただいております。 

 隣にいきまして、２）新町の地域構造。 

 新町内部の地域構造を、ゾーン、拠点、交流軸という３つの要素に

より示しますということで、下側に図面でお示しをさせていただいて

おります。 

 大きな丸のゾーンとしまして、〔街なか・交流ゾーン〕、まとまり

を有する平地部を生かし、便利で快適な生活環境に資する各種基盤・

施設をバランスよく配置するとともに、新町の玄関口として、交通機
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能の充実を図ります。 

 〔自然・交流ゾーン〕、県立自然公園に属するなど、新町を代表す

る自然環境を有し、住民や来訪者のさまざまな親自然活動の場として

の環境充実を図ります。 

 〔暮らし・産業ゾーン〕、自然との共生を図りながら、日々の暮ら

しと生業の活動のための環境が、バランスよく整備されたゾーン形成

を図ります。 

 大きな丸、拠点、ゾーン内における拠点的な役割を示す地区とし

て、３つの拠点を位置づけます。 

 〔住民サービス拠点〕、新町の庁舎機能を含め、医療・福祉、文

化・スポーツ等に係る各種住民サービス提供のための拠点形成を図り

ます。 

 〔地区サービス拠点〕、各地区の住民ニーズに応じたきめ細かなサ

ービスの確保や、住民の主体的な活動を支援していくための拠点形成

を図ります。 

 〔観光交流拠点〕、観光・宿泊施設の充実・特色化とともに、相互

に連携を図りながら、来訪者の地域内での長期滞在を目指します。 

 大きな丸として、交流軸。 

 新町内のゾーン、拠点間のネットワーク化はもとより、周辺地域と

の連携も踏まえた交流軸の明確化を図りますということで、大きな太

い矢印で示させてもらっていただいております。 

 少し時間超過しとんですが、最後に（４）主要指標の見通しという

ことで、１）総人口の見通し。 

 過年度調査による推計値に加え、この過年度調査というのは、神崎

町で言いますと平成１４年１１月ごろのブロック別座談会のときの数

値ですね。それから、大河内は平成１５年２月ごろの１回目の合併問

題の座談会のときのことをいってます、この過年度調査と申しますの

は。過年度調査による推計値に加え、平成７年と１２年の国勢調査人

口をベースとしたコーホート要因法による推計値により、総人口の見

通しを検討することとします。 

 過年度調査とコーホート要因法による推計結果を比較すると、ほぼ

同様の推計結果となり、合併１０年後の平成２７年で約１万１，９０

０人、１５年後の平成３２年で１万１，３００人になると予測されま

す。すなわち、現在の傾向がこのまま続くとすれば、平成１２年時点

から比較して、２，０００人以上人口が減少すると見込まれていま

す。 
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 この人口減少の要因として、新町の場合、特に若者層の流出が影響

しています。そこで、合併による住宅施策や、就業対策の推進による

地域外への流出抑制を図り、人口の社会増減を発生させないと想定し

た場合、合併１０年後の平成２７年で約１万２，４００人、１５年後

の平成３２年で約１万２，０００人になると予測されます。 

 これらの数値を踏まえ、新町における合併１５年後の人口は１万

１，３００人を下回らないように努め、目標値として１万２，０００

人の確保を目指すこととしますということで、下側に過年度調査、そ

れぞれ冒頭に申しました１５年２月、あるいは神崎は平成１４年１１

月ごろのブロック座談会のときに使った数値という意味なんですけど

も、その分の人口見通しですね。 

 下側にコーホート要因法による総人口の見通しということで、コー

ホート要因法とはどういったものかということについて、３７ページ

の方に書かさせていただいております。 

 ３７ページは飛ばさせていただいて、３８ページ、２）世帯数の見

通しということで、世帯数については、さきに示した人口の見通しを

１世帯当たりの人員で除して求めています。 

 １世帯当たりの人員は直近５年間における世帯人員の伸び率の平均

値を用いて予測し、合併１５年後の平成２７年には２．９２人、１５

年後の平成３２年には２．７５人になると予測しました。 

 そして、この数値を用いて、前述の総人口を除すことにより、過年

度調査及びコーホート要因法における人口予測値に対する世帯数は、

合併１０年後で４，０６９世帯、１５年後で４，１０６世帯になると

予測されます。 

 一方、社会増減を発生させないとする場合には、合併１０年後で

４，２４０世帯、１５年後で４，３６０世帯になると予測されますと

いうことで、下側に世帯人員の推移、そして過年度調査人口及びコー

ホート要因法予測人口による世帯数の見通し、最後に、手だてをして

社会増減を発生させないと想定した場合の世帯数の見通しということ

で、数値を上げさせていただいております。 

 以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 それでは、この新町建設の基本方針を示され、あるべき姿はどのよ

うになったらいいのか、またどうあるべきか、重要なポイントである

と思います。 

 委員の皆さんのいろいろな新しい町のイメージをお持ちのことと思
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います。どうぞ、どなたからでも結構でございますので、積極的なご

意見をお願いをいたします。 

 どうぞ。 

藤原（日）委員   済いません、神崎町の藤原です。 

 表現の細かい点を修正していただきたいなと思うんですけども、３

２ページの将来像でちょうど真ん中辺に「「心臓」には、血液を浄化

し」という表現がありますけども、これは解毒を担当する肝臓とか、

ろ過の腎臓とか、それから酸素との交換の肺ならわかるんですけど

も、心臓の場合は浄化した血液を他の臓器に送り込むんですから、そ

の分表現を変えていただいた方がいいと思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次。 

 どうぞ。 

奥野（恵）委員   神崎町の奥野でございます。 

 若干細かいんですが、内容的には大事なとこだろうと思うんで、３

４ページの上の方ですけども、（３）の１）の下のちょぼ１あたり

で、「西播磨地域、中」、森林文化の関係については次の行で「より

広域的な視点から共同で取り組んでいくことが可能です」という表現

と、その次の農業についても「連携・協力して取り組んでいくことが

可能です」。どうやるんだというんがない。このあたり、やっぱりひ

とつ例えばというあたりでもええから書くべきやないんかな。でない

と、ちょっとわからへんのです。やっぱり、町民も見てもちょっとわ

からないかなと思うんで、例えばこう思ってるんだよというあたりあ

れば、一緒に。例えば林道をつけて、地総と同じようにつけちゃうん

だとか、こちらの方については広域的な集落営農をもってやるんだと

か、そういうあたりをちょっと加えて、具体性を出していただきたい

というふうに思います。 

 以上でございます。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次、どうぞ。 

 どうぞ。 

西畑委員      神崎町の西畑です。 

 この新町の地域構造という一つの大きな神崎なり大河内なりのいろ

んな人口交流なりいろんな形での示しがございますが、実は産業建設

分科会の方で、神崎なり大河内が新しい町になっていく中で、一つの
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考え方としてその町自身がひとつ手をつなぐというような、そういっ

たものが必要じゃないかなというような意見が出まして、この表を見

ますと、長谷の方から神崎町の大山の方ですか、のような形で絵が描

かれておりますが、これにつきましてはちょっと大変大きな課題にな

ってくるんじゃないかなと思いますけれど、そういった面でここにお

られます神崎町の町長さんとしてはどのような考え方をしておられる

のか、ちょっとその点をお願いしたいなと思います。 

足立（会長）    俗に言われるトンネルの話ですか、そういうことですか。 

 この件につきましては、循環道とか、あるいはまた砥峰の県有資産

の有効利用活用とか、あるいはまた防災の関係とか、そういった意味

から考えまして、非常に重要な事項だと位置づけておりまして、私こ

の間合併協議会で少し話をさせていただいたもんでありますから、少

し裏づけということで、対県折衝もいたしておりまして、実現が不可

能ではないというような感触を受けております。 

 今、この新町建設委員会とか合併協議会でその必要性が強くという

結論が出れば、当然大変重要な路線ということで、いい提案ではない

かなというように受けとめてはおりますけど。 

井上（委員長）   よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

松山委員      済いません。神崎町の松山です。 

 入れていただければの話なんですけれども、３２ページ、「ハート

がふれあう住民自治のまち」のところなんですが、中ほどから下なん

ですが、「子供からお年寄りまでのすべての人が地域の愛」を感じな

がらというところがありますけれども、その次のページの方には、子

供たちが「自然と触れ合い、学校・家庭・地域の愛」にという言葉

で、子供たちは「家族の愛」という言葉で守られてる文言が入ってる

んですけれども、お年寄りの方の今現在家族の愛を余り感じておられ

ない方も出てきておるように感じます。ですから、３２ページのとこ

ろに、家族の、子供からお年寄りまでのすべての人が「家族の愛、そ

して地域の愛を感じながら」というふうな文言を入れていただければ

いいんではないかなと。 

 そして、それもまた次の方へ高齢者の方の家族愛というんですか、

そういったことへのつながりにもしていただければいいんではないか

と思います。 
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井上（委員長）   ありがとうございました。 

 次、どなたか。 

 どうぞ。 

坂田委員      神崎町の坂田でございます。 

 ３５ページの今日いただいたこのカラーの資料なんですが、下の図

の方、両町合併したときの。１つは、自然・交流ゾーンの左側と右側

のとこ、それから真ん中辺の下に丸いのがあるんですけど、色が違う

のはなぜかというのをひとつお聞きしたい。右と左と、３つあって右

側の方が自然・交流ゾーンとして色が違ってると。 

 それと、上の方で横に西播磨地域、宍粟郡方面と、それから北播

磨・丹波地域の方へ行ってる地区サービス拠点というのが途中にある

わけですけど、黄色い点々で囲んだ。これをつないでる矢印、ライ

ン、これはどういうことを意味してるんかなというのが、東西横に、

道路がある、ほかのやつは道路があったりなんかするんである程度理

解できるんですけども、この真ん中がちょっと理解できないところが

ございますんで、この辺のところはどういうことを意味してるんか

な。この２点をお聞きしたいと思います。 

吉岡（事務局）   どうも済いません。１点目の自然・交流ゾーンなんですけど、これ

実はパソコンの調子が悪かって、色、ブルーになってますね、神崎町

のグリーンエコーの辺かな、それと峰山、砥峰の上小田の辺なんです

けども、この自然・交流ゾーンは緑が正解で、これ製本するときは気

をつけて緑にさせていただきたいというふうに思います。どうも申し

わけございません。 

坂田委員      横の分、ライン、このラインは何で、ここつながってる意味は。 

吉岡（事務局）   済んません、済んません。そして、太いブルーで神崎・大河内結ん

でいる線については、さっきも足立町長が言われたように、トンネル

ですね、これをイメージして、実現するかどうかわからないんですけ

ども、２町合併に当たりましては是非展望したいということで、入れ

ようということで入れさせていただきました。済いません。 

井上（委員長）   よろしゅうございますか。 

 どなたか。 

 どうぞ。 

上垣委員      たびたび済いません。大河内町の上垣です。 

 さっきの質問の続きですが、私もちょっとこの東西のいわゆる矢印

で囲まれた線をちょっと意識しとんですけども、先日初めて私もちょ

っと神崎町の方も行ってみたいというようなことがありまして、初め
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てヨーデルの森、それから作畑、新田から生野の方に抜ける道だと

か、初めて、猪篠から、いい道がついとるなと思いまして、奥猪篠の

方に抜ける道で、たまたま地元の人がおられまして、お聞きしたら、

いや、この道は、僕もそうかなと思っとったんやけども、上越知に抜

けられますということで、単車で走ってみました。だから、いわゆる

東側の道路は恐らく林道でやられた道路じゃないかと思ってますが、

いわゆる町長さんが説明されておられるトンネルというのは確かに構

想は当然ええかと思いますけども、ちょっと実現面でどうなんかなと

いう気がしますんで、今回の時点では破線ぐらいでどうなんかなとい

うような気がしとるんと。 

 延長的にも約４キロぐらいあるんかなと思ってます。それですれ

ば、トンネル区間が約３キロぐらいになるんかなというような気もし

まして、僕の経験からいえばちょっと実現がどうなんかなという、個

人的には思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 ほかに。 

 どうぞ。 

中山委員      ３３ページの方なんですが、まちづくりの目標というところでいろ

いろ書いてありますが、今までずっと今日やってきて課題がここに載

ってるような気がするんです。課題であるはずなのに、目標になって

るというふうに私は受け取れるんですが、例えば２番の「命・いきい

き」の中に「農業や林業といった」というて、担い手が少ないと言わ

れてはるはずなのにここに書いてあるんですが、でも最後、「実現で

きる町を目指します」って、どっちにでもとれるような書き方の文章

がたくさん出てきてるんです。ですから、私はこれちょっと納得でき

ないんですけど、私個人としては。 

 前半でいろいろ課題とか出たはずなのに、何かここで目標になっち

ゃってるっていう、発想の転換なんでしょうかというふうに私は感じ

られます。 

 それと、全然神崎町・大河内町の特色というか、そういう言葉が全

然文章に出てきてないんですよね。例えばスポーツ施設でも、例えば

名前を出すとか、この町に合った文章にしてほしいと思います。これ

でしたら、悪いんですけど、全国どこ行っても通用するような文章じ

ゃないかなと思うんですけど。神崎町・大河内町にしかできないよう

な文章にしてほしいと思います。 
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井上（委員長）   貴重な意見、ありがとうございました、どうも。 

 ほかに。 

 よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 どなたか。 

 ほかにございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井上（委員長）   ほかに、特にないようでございますので、いろいろな今意見をあり

がとうございました。貴重なご意見がございまして、事務局で十分聴

取いたしておりますので、今後の計画づくりに反映をしていただきま

すようにお願いをしておきたいと思います。 

 次に、その他ということで事務局の方からお願いをいたします。 

浅田（事務局）   先ほどはどうも、貴重なご意見ありがとうございました。 

 各委員さん方に１つだけご理解をいただきたいというふうに思うわ

けなんですけれども、確かに今回神崎・大河内の合併に係ります新町

の新しい建設計画ということで、それぞれ両町の特徴、そういったも

のを加味しながら言葉の中に、文章の中にそういった言葉をきちっと

明記していくのが本来かと思います。しかしながら、この計画、両町

のみでとどまることなく、兵庫県、また国の総務省の方に上がってま

いるということもございまして、その辺ひとつご理解をいただきたい

という部分がございます。 

 また、新たな新町になっての総合計画及び振興計画、こういったも

のにつきましては個々の名詞が出てきて、それぞれに対する具体的な

策定年次、財源はどうなんだということが入ってこようかと思いま

す。 

 そういった形で、本計画につきましても、本日出ましたような意見

を十分に取り入れた形で、本日は課題、また必要性、そして基本方

針、こういったものを再度検討し直しまして、継続という形で次回の

小委員会の方で再度各委員さんにお目を通していただき、ある程度方

向性を出していきたいなというふうに考えております。 

 そういった中で、この冒頭にも申し上げましたように大体夏ごろ、

８月ぐらいを目途にという一つの事務局といたしましては県協議のた

めに方針を持っておりますので、集まっていただく回数が夏までに大

変多くなるんですけれども、次回の第６回の建設計画の小委員会、昼

間休みの日、夜というふうなパターンを持っておるんですけれども、

７月３日の土曜日なんですけれども、午前中にちょっと計画をしたい
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んですけれどもいかがでしょうか。 

井上（委員長）   今、事務局の方から次回の小委員会の日程につきましてお願いがご

ざいましたが、７月３日ということで開催をさせていただきたいな

と、こういうことでございますが、どうでしょうか。 

 余り差しつかえがないようであれば開催をさせていただきたいな

と。後の日程等もございますんで、非常に会議が過密になりますけれ

ども、何とかご協力をいただきたいなと、かように思います。 

 どうぞ。 

浅田（事務局）   それと、その本日の継続審議になりまして、次回のときに本来は計

画をしておりましたのが、前回と同様に再度もう一度３つの分科会に

分かれていただきまして、次はいわゆる本日提案いたしました基本的

な方針に基づきます主要な施策、そういったものの検討をワークショ

ップ方式で行っていただこうと。その主要な施策と申しますのは、単

にハード的な部分ではなく、いわゆるソフト的な部分、いろんな計画

づくりとかといった部分を含めたハード・ソフト全体をとらえたこの

新町建設計画にのせていくワークショップを計画したいと思っておっ

たんですけれども、本日の継続審議を受けまして、その次の第７回の

ときにはそういった具体的な事業別のワークショップを開催していき

たいというふうに考えておりますので、少し日は延びますけれども、

事前にご準備をいただきまして、次回７月３日の日に少しでももし時

間がございましたら、ワークショップという方式ではなく、全体会の

中で各委員さん方からハード、またソフトを含めた本日の合併の課

題、また必要性、基本方針、そういったものの中に入りますような事

業、こういった、新町になれば事業やったらどうかといったような意

見交換会もできればなというふうに考えておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 今ご説明がございましたように、大変ご無理なお願いを事務局の方

からもされておるようでございます。それで、７月３日の日に開催を

させていただきたいなと思いますので、よろしゅうございましょう

か。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

井上（委員長）   特に、ほかにご意見がないようでございますので、次回の小委員会

は７月３日土曜日の日に開催をさせていただきます。 

 時間は。 
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浅田（事務局）   時間は午前９時から、午前中という形でお願いをしたいというふう

に思っております。 

井上（委員長）   午前９時から。 

浅田（事務局）   神崎町のケーブルテレビの方で、そしてその前、二、三日前の６月

３０日にはご案内しております第６回の合併協がございますので、引

き続きになってしまいますけれども、何とぞよろしくご協力お願いし

たいと思います。 

 なお、７月１１日の合併協につきましては、ご存じのように参議院

議員の選挙がございますので、恐らくその日には開催できないという

ことで、日を改めてまたご案内はしたいと思います。 

 そして、できることなれば本日の３つの課題、必要性、そして基本

方針、このあたりが一度まとまりましたら、これは合併協定項目の６

番目にも新町の建設計画ということで、小委員会で決定するものでは

ございません。協議会で承認をいただくという形になってございます

ので、協議会の協議事項としてある程度中間部分で一度ご報告をして

いきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

 以上です。 

井上（委員長）   ありがとうございました。 

 それでは、次回の委員会は７月３日土曜日午前９時から１１時ま

で、神崎町のケーブルテレビの局舎で行いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 特に何かほかに、今までご説明をいろいろといただきましたが、こ

れだけは聞いておきたいとか、言っておきたいなということがござい

ましたら、今ご発言をいただければと思いますが。 

 どうぞ。 

 ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

井上（委員長）   それでは、ないようでございますので、本日は新町のあってほしい

姿にいろいろなご意見をいただきました。ありがとうございました。 

 今後まだこの暑さがしばらく続くようでございます。ご自愛をいた

だきまして健康には留意をしていただきまして、ご活躍をお祈りを申

し上げたいと思います。 

 また、本委員会に与えられました計画づくりにさらにご尽力をいた

だきますようにご期待とお願いを申し上げまして、本日の委員会を閉

会といたします。本当に今日はお忙しい中ありがとうございました。
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ご苦労さんでした。 

 

 

 


